
随 時 記 者 発 表

項 目 北海道胆振東部地震に係る普通交付税（市町村分）の繰上げ交付に

ついて

発 表 月 日 時 分

区 分 等 説明者

資料配付 ９月１４日 時 分

繰上げ交付額（日高振興局） １枚

添 付 資 料

発 表 要 旨 総務省において、「平成３０年北海道胆振東部地震」に関連し、要

望のあった管内４町に対し、１１月に定例交付すべき普通交付税の一

部の繰上げ交付を決定しました。

〈現金交付の日〉

平成３０年９月１８日（火）

〈交付金額〉

管内合計 ８９８百万円（内訳は別紙のとおり）

（参考：全道市町村合計）

合計 １４，４１８百万円（２６市町）

・ 普通交付税の定例の交付時期は４月、６月、９月及び１１月。

・ 普通交付税の繰上げ交付は、災害により多大な被害を受けた地方

公共団体における資金繰りを円滑にするために、定例の交付時期

を繰り上げて交付するもの。

報道に当たっての

お願い

日高振興局地域創生部地域政策課 主 幹 吉野 一

担 当 市町村係長 中澤 潤

（0146-22-9074）


